
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  相続税申告期限の延長 

Ｑ：相続税の申告期限が延長になったと聞

きました。どうなったのですか？  

 

Ａ：平成20年10月１日から平成21年３月31

日までの相続で一定の要件を満たすものは、

申告期限が平成22年２月１日まで延長されま

す。 

【解説】 

相続税の申告期限は、相続の開始があった

ことを知った日の翌日から10ヶ月以内が原則

ですが、今年度の税制改正において非上場株

式等についての相続税の納税猶予の特例が創

設されたことに伴い、平成20年10月１日から

平成21年３月31日までの相続で一定の要件を

満たすものについては、申告期限が平成22年

２月１日まで延長されることとなりました。 

要件を満たすかどうかは、次により判定し

てください。 

遺産に非上場株式等がある 

はい↓        ↓いいえ 

  
被相続人はその

会社の代表権を

有していた 

被相続人から特定同

族株式等の贈与を受

けた相続人がいる 

     

          

 

  はい↓      はい↓   ↓いいえ      

    ↓                     ↓                           

    ↓            ↓         

    ↓ ↓ 

    ↓   ↓ 

非相続人はその会

社の代表権を有し

ていた 

    ↓ はい↓  いいえ↓  ↓            

延長されます 延長されません 
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